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三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（10）その他重要な留意事項 

３）社会機能の維持 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生活及び

国民経済安定のため、業務継続計画の点検を行い、事業の継続を図る。 

 

 

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者（抜粋） 

以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、

事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、

全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血

を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービ

スに関わる製造業、サービス業を含む。 

 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者（生活支

援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、

施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービ

スに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 


